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１ 背景と目的

容器包装リサイクル法 （平成7年6月制定、平成18年6月改正、平成20年4月全面施行）

容器包装廃棄物

減量と資源の有効活用 各主体が一体となり容器包装の
削減に取り組むことを義務付け

市町村

消費者 事業者
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１ 背景と目的

プラスチック資源循環促進法 （令和4年4月全面施行）

プラスチック資源循環の取組を促進するための措置

Reduce(リデュース)
排出抑制｜ごみになるものを減らす

Reuse(リユース)
再利用｜ものを繰り返し使う

Recycle(リサイクル)
再生利用｜資源として再利用する

Renewable
(リニューアブル)
再生可能｜再生可能な資源に切り替える

基本原則

追加
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布類

プラスチック製容器包装

その他プラスチック

木・竹類

塵芥類

不燃物

その他

令和6年2月調査結果（重量ベース）
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１ 背景と目的

那珂市の可燃ごみの組成割合（％）
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１ 背景と目的

プラスチック製容器包装を分別すると...

約1.5万t

約1.3万t
年間

約2,000t
のごみ削減

那珂市の可燃ごみの排出量（年間）

1万t
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２ プラスチック製容器包装とは

商品の中身を出したり、使ったりした後、
不要になるプラスチック製の容器や包装のこと

対象物には プラマーク がついている
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２ プラスチック製容器包装とは

判断ポイント

① 「容器」（物を入れている）または
「包装」（物を包んでいる）といえるか？

※ペットボトルのふたやお菓子の中仕切りなど、他の部分と一体となって
「物を入れ、または包むもの」の一部として使用されるものを含む

② 中身が「商品」であるか？

※飲料パックのストロー、弁当のスプーン、割り箸、説明書、商品の販売時に提供される
レジ袋など、 「商品の一部」や「商品と一体性を有する」とみなされるものを含む

③ 商品を消費、または商品と分離した場合に
不要となるものか？



２ プラスチック製容器包装とは

表示例① 本体と分離するつくりの容器包装の場合

マークは
・本体にのみ
・フタにのみ
の場合あり
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２ プラスチック製容器包装とは

表示例② マークの表示が難しい容器包装の場合

マークは
・表示の免除
・値札に表示
の場合あり
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２ プラスチック製容器包装とは

表示例③ 異なる素材で商品を包んでいる場合

マークは原則
各容器包装に
表示あり

※「一括表示」され
ている場合もあり
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容器包装の種類ごとに記載のマークで判断



３ プラスチック製容器包装の出し方
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1 中身を使い切る



３ プラスチック製容器包装の出し方
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2 値引きシールやラベルをはがす

はがし残しがあっても収集可



３ プラスチック製容器包装の出し方
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3 ふたやスプレーなどがある場合は外す



３ プラスチック製容器包装の出し方
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4 汚れを水で軽く洗ったりふき取ったりした後に乾かす

Before After



３ プラスチック製容器包装の出し方
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5 透明または無色半透明の中が見える袋に入れる

20L～45L
※指定袋なし



３ プラスチック製容器包装の出し方
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5 透明または無色半透明の中が見える袋に入れる

袋に直接入れる 他の袋で小分けにしない
（リサイクル工程の支障）

色付き袋は使用不可



３ プラスチック製容器包装の出し方
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リサイクル中間処理の様子

収集後に人の手で選別 二重袋になっているものは手で破く



３ プラスチック製容器包装の出し方
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リサイクル中間処理の様子

混入された対象外の品（危険物も）



３ プラスチック製容器包装の出し方
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選別→圧縮（ベール）→リサイクル事業者へ出荷

汚れたものや対象外品が混ざっているとベールの品質が低下
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３ プラスチック製容器包装の出し方

汚れの落とし方（例）

①食器を洗った残り水や
お風呂の残り湯などですすぐ

②手や口を拭いたティッシュなど
で拭き取る

多量の水や洗剤等を使用する必要なし



３ プラスチック製容器包装の出し方

汚れを落とす目安

次の収集日（1週間程度先）まで室内に置いていても、においが気にならず、
汚れが他に広がらない程度
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汁や油が
ついている



３ プラスチック製容器包装の出し方

汚れを落とす目安

次の収集日（1週間程度先）まで室内に置いていても、においが気にならず、
汚れが他に広がらない程度
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魚の血や水分
がついている



３ プラスチック製容器包装の出し方

汚れを落とす目安

次の収集日（1週間程度先）まで室内に置いていても、においが気にならず、
汚れが他に広がらない程度
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ドレッシング
がついている



３ プラスチック製容器包装の出し方

収集対象外品

25

粘度が高い製品が
入っていたもの

形状的に汚れを
取ることが難しいもの

有害なものが
入っていた容器



４ 収集方法

排出場所
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普段利用しているごみ集積所

収集日

地区ごとに新たな収集日を設定

週１回



４ 収集方法

収集曜日
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地区
プラスチック
製容器包装

可燃ごみ

本米崎、向山、横堀、堤、額田東郷、額田南郷、額田北郷、
戸、田崎、大内、下江戸、鴻巣、戸崎、鹿島(旧那珂町)、
門部、北酒出、南酒出、古徳、中里、平野

火 月・木

菅谷北地区(竹ノ内を含む)、菅谷南(東)地区、
瓜連上(玉川を除く)、瓜連中、瓜連下 月 火・金

杉、菅谷南(西)地区 水 火・金

福田、後台、中台、東木倉、西木倉、豊喰、津田、飯田、
静、下大賀、鹿島(旧瓜連町)、玉川 木 水・土



４ 収集方法

収集曜日（菅谷地区）
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菅谷南地区については349号線を境に
菅谷南（西）地区、菅谷南（東）地区に分割

菅谷北地区

菅谷南(東)地区

菅谷南(西)地区

菅谷北地区



４ 収集方法

ルールが守られていない場合
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二重袋

色付き袋

対象外品混入

汚れあり 警告シールを貼りごみ集積所に残置



４ 収集方法

その他のプラスチック（ペットボトル）
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ボトル本体 ラベル・ふた

収集日が異なるため別々の袋に入れる



４ 収集方法

その他のプラスチック（製品プラスチック）
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プラスチック製容器包装やペットボトル以外のプラスチックでできている製品（商品）

可燃ごみとして排出

指定袋



４ 収集方法

収集方法の変更点
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種
類

燃やすしかないごみ 製品プラスチック プラスチック製
容器包装

発泡スチロール
（緩衝材等）

食品トレイ ペットボトル

例

ティッシュ
おむつ
枝木
汚れた紙
など

ハンガー
歯ブラシ
スプーン
バケツ
など

ラベル
たまごパック
洗剤ボトル
総菜容器
など

家具・家電の緩衝材
など

生鮮食品トレイ
など

飲料・調味料の容器
など

現
行

🗑排出

・ごみ指定袋（緑色）
・ごみ集積所

🚛収集

・市委託業者

🗑排出

・ごみ指定袋（黄色）
・指定収集場所/ごみ集積所

🚛収集

・環境センター委託業者

令
和
８
年
４
月
か
ら

🗑排出

・ごみ指定袋（デザイン・色変更）
・ごみ集積所

🚛収集

・市委託業者

🗑排出

・透明袋（指定なし）
・ごみ集積所

🚛収集

・市委託業者
（プラスチック製容器包装）

🗑排出

・透明袋
（指定なし）
・ごみ集積所

🚛収集

・環境セン
ター委託
業者



５ 今後の周知方法
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市HP・SNS 広報なか

出前講座・説明会 市内イベント

令和8年3月
配布・郵送予定

手引き・ポスター

改定



💬問合せ先
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まずはできることから
ご協力をお願いします

029-298-1111

kankyou@city.naka.lg.jp〒311-0192 那珂市福田1819-5

那珂市 市民生活部 環境課 環境G

本日は、ご参加いただき
ありがとうございました


